
■直轄国道に関するお問い合わせ先

　※国道には、国が管理する「直轄国道」と都道府県、政令市が管理する「補助国道」があります。

　※都道府県道には、都道府県が管理する道路と政令市が管理する道路があります。 受付時間は平日のみ

都県 地域 担当事務所 電話番号 受付時間

１号 東海道、第二京浜

４号 奥州・日光街道

６号 水戸街道

１４号 京葉道路

１５号 第一京浜

１７号 中山道、新大宮バイパス

２０号 甲州街道

２４６号 青山通り

２５４号 川越街道

３５７号 東京湾岸道路、八潮バイパス

外環道沿線 首都国道事務所 047-362-4111 ２９８号 外環道一般部 8:30～17:15
１６号 東京環状

２０号
甲州街道、八王子南バイパス、
日野バイパス

相模原市 １６号 東京環状

大和市 ２０号 甲州街道

１号
東海道、第二京浜、
西湘バイパス（無料区間）、
小田原箱根道路、箱根新道

１５号 第一京浜

１６号 東京環状、保土ヶ谷バイパス

２４６号 厚木街道、山北バイパス

３５７号 東京湾岸道路

４０９号 川崎縦貫道路

外環道沿線 首都国道事務所 047-362-4111 ２９８号 外環道一般部 8:30～17:15
６号 水戸街道

１４号 千葉街道

１６号
５１号
１２６号 東金市～千葉市中央区、東金街道

１２７号 館山バイパスを含む

３５７号 東京湾岸道路

４０９号 木更津市中島～袖ヶ浦市神納

外環道沿線 北首都国道事務所 048-942-4041 ２９８号 外環道一般部 8:30～17:15
４号 奥州・日光街道、新４号、東埼玉道路

１６号 東京環状

１７号
中山道、新大宮バイパス、上尾道路、
熊谷バイパス、深谷バイパス、
上武道路

４号 奥州・日光街道、新４号を含む

５０号
４号沿線 ４号 奥州・日光街道、新４号を含む 8:30～17:15

６号 水戸街道

５０号
５１号
１７号 上武道路、渋川西バイパスを含む

１８号
５０号
２０号 甲州街道、大月バイパス

５２号 甲西道路

１３８号 富士パノラマライン

１３９号 富士パノラマライン、都留バイパス

１８号
１９号
２０号 甲州街道

中部横断
自動車道

八千穂高原ＩＣ～小諸御影料金所

１９号 中山道

１５３号 中馬街道、塩街道

４７４号 飯喬道路

塩尻市以南 飯田国道事務所 0265-53-7205 8:30～17:15

山梨県 全域 甲府河川国道事務所 055-251-4870 8:30～17:15

長野県

塩尻市以北 長野国道事務所 026-264-7001 8:30～17:15

茨城県
その他 常陸河川国道事務所 029-240-4073 8:30～17:15

群馬県 全域 高崎河川国道事務所 027-345-6000 8:30～17:15

埼玉県
その他 大宮国道事務所 048-669-1200 9:15～18:00

栃木県

神奈川県
その他 横浜国道事務所 045-311-2981 9:15～18:00

千葉県
043-287-0311 8:30～17:15

全域
宇都宮国道事務所 028-638-2181

8:30～17:15

その他 千葉国道事務所

管理路線

東京都

２３区 東京国道事務所 03-3512-9090 9:15～18:00

その他
相武国道事務所 042-643-2001 8:30～17:15

045-287-3001


